
上信越自動車道 松代ＰＡ（上り線）受配電設備更新他工事に関する質疑について、以下のとおり回答いたします。

番 号 図 番 質　　　　 　　　  　　　　　  疑 回　　　　　　　 　　  答

1 2

2 2

3 －

4 －

5 工事共通仕様書

6 金抜工事設計書

7 金抜工事設計書

8 金抜工事設計書

9 E-14他

10 E-14他

11 E-13

ケーブルや発電機が別途工事になっていますが、設計書に記載され
ています。本工事に含むものとしてよろしいでしょうか。

本工事に含みます。今回の工事は４つの設計からなっており、受配
電設備更新工事と幹線更新工事に跨って発電機が入っているため、
「別途工事」と表記されている部分が出てきます。

20230329 回答分

シート"Ⅳ-A明細（幹線）"のセルA3は更新となっていますが、セル
A11は撤去となっています。どちらが正しいでしょうか。

A11については(配線撤去工)→（配線工）となります。A85(配線撤
去工)にて、同上既存配線の撤去となります。

図面にはカラーコーン、コーンバーがありますが、設計書にはあり
ません。

カラーコーン、コーンバーは共通仮設費に含まれます。必要と思わ
れる数量を計上してください。（価格交渉の際に確認させて頂きま
す）

発電機周辺の"丸に消"、"丸に保"は何を示しているでしょうか。設
計書にはありません。

"丸に消"は消火器を、"丸に保"は保安要員を指します。弊社では
「合図等の要員に要する費用」として共通仮設費に含まれていま
す。松代・横川共に、必要と思われる数量を計上してください。
（価格交渉の際に確認させて頂きます）

1.【電気設備（撤去）】の備考欄に【見積書】の記載がございます
が、算出方法と致しまして【過去の施工実績】による算出方法でも
よろしいでしょうか。

問題ありません。ただし、現状の電気室は改修を行いませんので、
搬出にかかる手間等も含んだ積算をお願いいたします。（設計書の
備考欄については弊社側の根拠記載等となっております）

2.内訳明細
【VI-A　明細】
代-1～代19
【VⅡ-A　明細】
代-1～代27
と記載がございますが、【代】の解釈として別途さらなる詳細項目
と致しまして【代価表】の作成が請負側で必要という解釈でしょう
か。

必要ありません。（設計書の備考欄については弊社側の根拠記載等
となっております）

質　問　回　答　書

【１－４　工期】
令和５年４月～令和６年度５月と記載がございますが、昨今の新型
コロナウィルス、半導体不足により主要機器の納期が工期内に間に
合わない可能性がございます。(一部機器が１４ヶ月かかる可能性
がございます)
その際、協議等により工期の延伸は可能でしょうか。

設計時のヒアリングから契約工期を設定しております。基本、契約
工期内での施工検討をお願いいたします。
ただし、社会情勢の変化等により納期が難しい場合、工期延長につ
いても検討いたします。

【２－２　主任技術者に関する事項】
「本工事においては、電気主任技術者第三種もしくは電気工事施工
管理技士資格取得者とする。」と記載がございますが、配置予定技
術者についてどのような施工実績が必要でしょうか。

特定の施工実績の有無は問いません。

20230314 回答分

主任技術者の要件（1.4.3）について、「本工事においては、更に
一級建築士資格取得者又は１級建築施工管理技士資格取得者とす
る。尚現場代理人が主任技術者を兼ねる場合も同様である」とあり
ますが、上記の建築関係の資格は必須でしょうか。

当工事は電気工事に特化しているため、建設業法で求められる要件
のみで問題ありません。

書類のご送付について
入札辞退届については『メール及びFAXでも可』と記載がございま
すが、入札参加表明書につきましては、押印原本を担当者名刺同封
の後書留郵便にて提出という認識で宜しいでしょうか。

「入札参加表明書」の受付方法については指定しておりませんでし
たが、本日以降にご提出の際は、お見込みの書留郵便での方法もし
くは持参（持参の場合は要事前連絡）でお願いいたします。

各書類代表者『印』について
契約締結権限を有する者(=契約当事者。事業部長･支店長･営業所
長)の印鑑でも宜しいでしょうか。

問題ありません。


